
報告第１１号 

 

 

 

議決事項一部変更専決処分につき報告のこと 

 

山手環状線（大窪－西工区）道路新設工事請負契約（令和６年９月３０日議決）

の一部変更につき、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、

同条第２項の規定により次のとおり報告する。 

 

令和７年６月９日提出 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 

 



専決第１０号 

 

 

 

議決事項一部変更のこと 

 

山手環状線（大窪－西工区）道路新設工事請負契約（令和６年９月３０日議決）

の一部変更につき、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分する。 

 

令和７年５月７日専決 

 

 

 

                明石市長   丸  谷  聡  子 
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記 

 

 議決事項の一部を次のように変更する。 

変 更 後 変 更 前 

１ 工 事 名 山手環状線（大窪－西工区）道路新

設工事 

 

２ 請負金額 金 １９９，８６１，２００円 

 

３ 相 手 方 明石市大久保町八木７３９番地の 

       １０ 

        株式会社金田土木 

         代表取締役 金 田 孝 行 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

道路新設

工事 

道路新設

工事一式 

延長 ３７０メートル 

幅員 １６メートル 

 

５ 支払条件 

 令和６年度  金 ８３，６００，０００円以内 

 令和７年度  金 ７５，４６０，０００円以内 

 令和８年度      残    額 

 

１ 工 事 名 山手環状線（大窪－西工区）道路新

設工事 

 

２ 請負金額 金 １９９，８６１，２００円 

 

３ 相 手 方 明石市大久保町八木７３９番地の 

       １０ 

        株式会社金田土木 

         代表取締役 金 田 孝 行 

 

４ 工事概要 

種 別 内 容 備 考 

道路新設

工事 

道路新設

工事一式 

延長 ３７０メートル 

幅員 １６メートル 

 

５ 支払条件 

 令和６年度  金 ８３，６００，０００円以内 

 令和７年度  金 ２５，３００，０００円以内 

 令和８年度      残    額 

 

備考 

変更部分は、下線の部分である。 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

本案は、令和６年度に支払いを予定していた道路新設工事に係る出来高予定額を令和７年

度へ繰り越すため、支払条件を変更する必要が生じたことに伴い、議会の議決を得た契約内

容の一部を変更するため、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく市長専決処分事項第

４項第２号の規定により専決処分したので、同法同条第２項の規定により報告するものであ

る。 
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